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政
党
「
同
一
略
称
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

私
が
代
表
を
務
め
る
新
党
日
本
は
、
二
〇
〇
五
年
八
月
に
結
党
し
、
現
在
ま
で
三
回
の
国
政
選
挙
を
何
れ
も
、
略
称
「
日

本
」
で
戦
っ
て
い
る
。

第
二
一
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
於
い
て
比
例
区
得
票
数
百
七
十
七
万
余
票
、
得
票
比
率
三
�
〇
一
％
を
獲
得
し
、
公
職

選
挙
法
、
政
治
資
金
規
正
法
、
政
党
助
成
法
が
定
め
る
政
党
要
件
を
何
れ
も
満
た
す
公
党
で
あ
る
。

昨
年
八
月
に
執
行
さ
れ
た
第
四
五
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
後
も
、
公
職
選
挙
法
第
八
十
六
条
の
六
に
基
づ
き
、
「
新
党
日

本
」
を
政
党
の
名
称
と
し
て
、
「
日
本
」
を
政
党
の
略
称
と
し
て
、
中
央
選
挙
管
理
会
に
届
け
出
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も

受
理
さ
れ
た
後
、
本
部
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
と
並
ん
で
、
官
報
に
告
示
さ
れ
て
い
る
。

然
る
に
今
般
、
「
た
ち
あ
が
れ
日
本
」
を
名
称
と
す
る
政
党
が
、
略
称
と
し
て
「
日
本
」
を
届
け
出
る
事
態
が
生
じ
た
。
総

務
省
に
拠
れ
ば
、
異
な
る
政
党
が
「
同
一
略
称
」
で
選
挙
戦
を
戦
っ
た
事
例
は
過
去
に
な
く
、
メ
デ
ィ
ア
の
選
挙
報
道
に
於
い

て
も
投
票
・
開
票
の
現
場
に
於
い
て
も
、
混
乱
・
誤
認
が
生
ず
る
恐
れ
は
不
可
避
で
あ
る
。

故
に
四
月
十
三
日
、
速
や
か
な
善
処
を
求
め
て
総
務
省
自
治
行
政
局
選
挙
部
の
責
任
者
と
面
談
し
た
所
、
正
確
を
期
す
た

め
、
当
方
か
ら
文
書
で
照
会
し
た
な
ら
ば
、
選
挙
部
長
名
で
翌
十
四
日
正
午
迄
に
文
書
で
回
答
す
る
旨
、
通
告
さ
れ
た
。
こ
れ

一



を
受
け
て
同
十
三
日
、
総
務
省
自
治
行
政
局
選
挙
部
長
宛
に
、
「
『
た
ち
あ
が
れ
日
本
』
が
な
し
た
『
政
党
の
略
称
に
関
す
る

届
出
』
に
つ
き
、
以
下
の
各
事
項
に
対
し
、
具
体
的
に
ご
回
答
く
だ
さ
い
」
と
計
七
項
か
ら
な
る
質
問
状
を
手
渡
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
約
束
の
期
限
か
ら
丸
二
日
が
経
過
し
た
十
六
日
午
後
に
至
っ
て
も
総
務
省
か
ら
返
答
が
な
い
た
め
、
再
度
、

回
答
依
頼
の
書
面
を
送
付
し
た
所
、
「
二
〇
一
〇
年
四
月
十
六
日
付
け
で
貴
職
よ
り
い
た
だ
い
た
回
答
の
再
依
頼
に
つ
い
て
、

現
時
点
で
は
、
指
定
さ
れ
た
本
日
十
六
時
ま
で
に
は
回
答
で
き
ま
せ
ん
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
」
な
る
文
面
の

書
面
が
届
い
た
。
そ
の
後
、
十
九
日
正
午
を
過
ぎ
て
も
、
回
答
は
未
着
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
、
「
共
同
通
信
」
は
十
八
日
、
「
総
務
省
、
回
避
策
示
せ
ず

略
称
『
日
本
』
問
題
」
と
題
す
る
記
事
を
配
信

し
、
「
有
識
者
か
ら
も
『
有
権
者
が
混
乱
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
対
応
策
を
取
ら
な
い
の
は
責
任
放
棄
だ
』
と
の
指
摘
が
出
て

い
る
」
、
「
新
聞
な
ど
メ
デ
ィ
ア
が
政
党
の
公
約
を
報
じ
る
際
に
略
称
を
使
う
こ
と
が
あ
り
、
読
者
が
両
党
の
政
策
を
取
り
違

え
る
恐
れ
も
。
ほ
か
に
ポ
ス
タ
ー
や
選
挙
公
報
な
ど
、
混
同
が
予
想
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
多
い
」
と
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
。

加
え
て
、
「
産
経
新
聞
」
も
十
五
日
付
紙
面
で
、
十
四
日
の
会
見
に
於
け
る
私
の
発
言
「
『
本
物
の
民
主
』
と
か
『
ま
と
も

な
民
主
』
と
い
う
党
を
（
政
党
要
件
を
満
た
す
五
人
以
上
の
）
国
会
議
員
が
作
っ
て
、
略
称
『
民
主
』
で
届
け
ら
れ
る
か
と
総

務
省
に
聞
い
た
ら
、
『
そ
の
通
り
だ
』
と
い
う
驚
く
べ
き
見
解
だ
っ
た
。
二
党
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
」
を
引
用
し
た
上
で
、

二



「
公
職
選
挙
法
に
同
一
呼
称
を
禁
ず
る
規
定
が
な
く
、
論
理
的
に
は
、
今
後
結
成
さ
れ
る
新
党
が
略
称
『
民
主
』
や
『
自
民
』

な
ど
を
名
乗
る
こ
と
も
可
能
」
と
同
じ
く
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
。

即
ち
、
今
回
の
政
党
「
同
一
略
称
」
は
、
単
に
二
党
間
に
留
ま
ら
ず
、
衆
議
院
・
参
議
院
で
第
一
党
の
民
主
党
、
同
じ
く
第

二
党
の
自
由
民
主
党
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
、
謂
わ
ば
日
本
の
政
党
政
治
全
体
の
問
題
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
以
下
に
質
問
す
る
。

一

「
同
一
略
称
」
に
つ
き
、
混
乱
・
誤
認
が
有
権
者
に
生
じ
る
こ
と
を
総
務
省
は
認
識
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
回
避

措
置
を
何
故
講
じ
な
い
の
か
。

二

前
記
、
混
乱
・
誤
認
の
生
ず
る
こ
と
は
、
公
正
な
選
挙
が
損
な
わ
れ
る
と
総
務
省
及
び
中
央
選
挙
管
理
会
は
予
見
し
な
が

ら
、
何
故
放
置
す
る
の
か
。

三

仮
に
、
一
票
が
按
分
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
場
合
、
憲
法
が
認
め
る
「
一
人
一
票
の
権
利
」
が
阻
害
さ
れ
る
の
で
は
な
い

か
。

四

総
務
省
は
政
党
の
届
出
に
つ
き
申
告
制
を
と
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
そ
の
名
称
等
に
関
し
裁
量
的
審
査
を
し
、
規
制
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。

三



五

仮
に
、
四
で
な
け
れ
ば
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
名
称
（
差
別
的
名
称
、
卑
猥
な
名
称
等
）
で
も
、
政
党
の
届
出
を
そ
の
ま

ま
無
審
査
で
受
理
す
る
の
か
。

六

政
治
資
金
規
正
法
を
根
拠
に
、
「
同
一
名
称
の
政
党
」
は
認
め
ぬ
一
方
で
、
複
数
の
政
党
の
「
同
一
略
称
」
を
認
め
る
根

拠
を
具
体
的
に
示
せ
。

七

日
本
の
憲
政
史
上
初
め
て
、
複
数
政
党
が
「
同
一
略
称
」
を
用
い
て
国
政
選
挙
に
臨
み
か
ね
な
い
状
況
を
、
総
務
省
は
放

置
す
る
の
か
。

八

「
『
意
思
を
示
す
に
は
正
式
な
政
党
名
を
記
入
し
て
ほ
し
い
』
と
総
務
省
は
話
し
て
い
る
」
と
「
共
同
通
信
」
は
十
三
日

に
配
信
し
て
い
る
が
、
衆
議
院
議
員
総
選
挙
、
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
何
れ
に
於
い
て
も
、
全
国
各
地
の
投
票
所
の
投
票

記
載
台
の
上
部
に
掲
出
さ
れ
て
い
る
政
党
一
覧
表
に
は
、
「
比
例
投
票
」
制
度
導
入
時
か
ら
、
正
式
名
称
と
共
に
「
略
称
」

も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
「
略
称
」
で
の
投
票
を
中
央
選
挙
管
理
会
が
自
ら
認
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
「
共
同

通
信
」
に
示
し
た
見
解
と
齟
齬
を
来
す
と
思
量
す
る
が
如
何
か
。
更
に
、
「
略
称
」
が
記
載
さ
れ
た
投
票
用
紙
を
有
効
票
と

し
て
き
た
の
は
、
「
略
称
」
で
の
投
票
行
動
に
混
乱
・
誤
認
を
生
じ
さ
せ
な
い
前
提
に
立
っ
た
上
で
の
歴
史
的
経
緯
と
考
え

る
が
、
間
違
い
な
い
か
。

四



九

原
口
一
博
総
務
大
臣
は
十
七
日
に
総
務
省
で
開
い
た
会
見
で
、
「
今
の
法
律
の
中
で
は
、
私
た
ち
に
は
止
め
る
手
立
て
は

な
い
」
、
「
制
度
的
な
担
保
に
つ
い
て
、
国
会
で
も
ご
議
論
い
た
だ
け
れ
ば
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
直
近
の
国
政
選
挙
は
本

年
七
月
に
実
施
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
実
施
ま
で
に
国
会
で
の
議
論
の
末
に
一
定
の
方
向
が
得
ら
れ
る
の
は
物
理
的
に
不
可
能

と
思
わ
れ
る
。
甚
大
な
る
影
響
を
社
会
全
体
に
及
ぼ
す
、
こ
う
し
た
「
想
定
外
」
の
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
、
迅
速
・
的

確
に
対
処
し
て
こ
そ
、
政
権
交
代
後
に
掲
げ
る
「
政
治
主
導
」
の
真
骨
頂
と
考
え
る
が
如
何
か
。

十

他
方
で
原
口
大
臣
は
同
じ
会
見
で
、
「
私
た
ち
の
判
断
で
、
Ａ
と
か
Ｂ
と
か
言
え
る
か
ど
う
か
検
討
し
て
み
た
い
」
と
発

言
し
て
い
る
。
そ
の
検
討
の
結
果
を
示
さ
れ
た
い
。

十
一

同
じ
く
会
見
で
、
新
党
日
本
か
ら
の
質
問
状
に
回
答
が
さ
れ
て
い
な
い
点
を
質
問
さ
れ
、
「
承
知
し
て
い
ま
せ
ん
の

で
、
後
で
精
査
を
し
た
い
」
と
答
え
て
い
る
が
、
精
査
の
後
、
如
何
な
る
指
示
を
出
し
た
の
か
。

十
二

自
身
も
政
党
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
中
央
選
挙
管
理
会
を
総
務
省
の
附
属
機
関
に
置
く
総
務
大
臣
が
、
二
党
間
の
仲
介

役
と
し
て
問
題
解
決
の
労
を
取
る
意
思
は
あ
る
か
。

十
三

今
後
、
「
日
本
」
と
は
異
な
る
名
称
の
「
同
一
略
称
」
問
題
が
、
他
党
を
巻
き
込
む
形
で
生
じ
た
場
合
に
も
、
総
務
省

は
今
回
の
認
識
・
判
断
と
同
じ
対
応
を
取
る
か
。

五



十
四

万
が
一
に
も
、
「
同
一
略
称
」
が
回
避
さ
れ
ぬ
儘
、
国
政
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
混
乱
・
誤
認
が
生
じ
た
場
合
、
迷
惑
・

被
害
を
受
け
た
有
権
者
、
候
補
者
、
報
道
機
関
を
始
め
と
す
る
国
民
各
位
か
ら
、
統
治
管
理
能
力
と
い
う
意
味
合
い
で
の

「
ガ
バ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
」
を
問
わ
れ
る
事
態
に
陥
る
と
思
う
が
、
覚
悟
の
程
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

六


